
風
間
与
司
治

今月の
つぶやき

お問い合わせ 組織運営部
毎号、インターネットとはがきで「MOGMOGクイズ」への回答とお便りをたくさんいただき、編集委員全員で全て読ん
でいます。端から端まで読んでくださり、かわいい写真やイラストが増えたことをとてもうれしく思っています。今後も、
皆さんからのご意見を参考に『MOGMOG』を制作していきます。お便りもお待ちしています！（A.T.）

今月の表紙：手軽に作れるおうちおやつ
の定番、ホットケーキ、はちみつとどうぞ。
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優しい 見守り

食料自給率
の向上

食費の5割以上は東都生協の
商品を利用し、食卓から日本
の農業を応援しよう
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年に1度は、生産者との
交流や生産を支援する
取り組みに参加しよう

日本の農業を
元気に
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3
持続可能な
社会に向けて

1人が5人に地域で
「食の未来づくり運動」を伝え、
その輪を広げよう

東都生協の組合員でもある
木村先生のお話はジョークも
交え、とても分かりやすかった

当日参加：組合員80人
　7月20日、平和憲法を生かし、次世代に希望ある未来を手渡していくため、憲法学習会を

開催しました。講師には、2015年の安全保障関連法成立直後に講演いただいた
東京都立大学法学部教授の木村草太先生をお迎えし、憲法の基本や改憲論議で焦点となる
「自衛隊明記」や「緊急事態条項創設」の問題点などについてお話しいただきました。
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文責：東都生協だより編集委員会

「緊急事態条項」の創設

自衛隊と憲法第9条

参加者の声

　学習会では、1つの決まり（憲法）を作る・変えようとすることで見えてくる、新たな問題を再認識しました。
ルールである日本国憲法を知り、平和に目を向けながら行動していけるよう、考えていきましょう。なお、学習
会の詳細は、東都生協ホームページの「組合員向けサイト」→「みんなの活動ニュース」に掲載しています。

いまこそ！いまだからこそ 憲法学習会
～憲法の平和と人権～

　人は、さまざまなことで失敗しやすいため、注意喚起のために「張り
紙」をします。この張り紙の国家権力版が憲法。強大化した近代国家が
権力を乱用して起こした過去の三大失敗、①戦争 ②人権侵害 ③独裁
　 を防ぐために立憲主義を盛り込み、国家権力を制限す
るために作られたルールが憲法です。
　憲法の役割は、国家権力による失敗を防ぎ、権力を制限
することにあります。

　感染症や原発事故など緊急事態での行動制限
は、憲法に緊急事態条項がないから対応できない
わけではありません。法改正や政策判断で十分対
応できます。2012年の自民党改憲草案では、政府
が緊急事態を宣言すれば、法律を内閣の一存で書
き換えられる内容。改憲よりも、国会での熟議や事
前の対策･準備の方がはるかに有効です。緊急事態
だからといって、国会を通さずに内閣の一存で法律
を書き換え、国会議員が自ら任期延長できるように
してしまっては、将来に悪影響を及ぼします。

　今年7月の参議院選挙では与党など改憲勢力が
圧勝し、衆参両院で3分の2以上の議席数を維持。こ
れにより国民投票に向けた改憲発議ができるように
なりました。自民党が近年主張する自衛隊を明記す
る「明記改憲」には、安保法制下では自衛隊の任務
の範囲に集団的自衛権を明記する必要があります。
しかしこの点を国民投票の争点にしたくない改憲派
は、自衛隊の任務の範囲をあいまいにして「自衛隊
明記」改憲を図る可能性が指摘されています。　

憲法は国家権力による失敗を防ぐためのルール

ロシアによるウクライナ侵攻は、上記3つの例外のいずれ
にも該当せず、ロシアの国際法違反は明白です。

「武力不行使原則」3つの例外 　　　　　　 武力行使の要件

①集団安全保障措置 国際連合･安全保障理事会決議

②個別的自衛権 自国が武力攻撃を受けていること

③集団的自衛権 武力攻撃を受けている国からの救援要請があること

　20世紀半ば以降、国際法（国連憲章）では、一切の武
力行使を原則禁止しています。ただ、侵略国が現れた場
合に備えて、3つの例外を設けています。

●どの国の憲法にも書かれている3つのルール

●国際法「武力不行使原則」の3つの例外

　右記の3つのルールを軸に、その
国の歴史的な背景によって異なる
項目が規定されています。
　1947年に施行された日本国憲
法は、前文および全第11章で構成。
天皇の扱い方で失敗を犯した日本は、独自に天皇について第1章を設
け、象徴天皇制と国民主権を明記しています。日本が過去に犯した侵略
戦争という大きな失敗に対しては、第9条で戦争放棄を定め、諸外国と
比べ軍隊と戦力を徹底してコントロールする規定を設けています。

❶ 軍隊と戦争のコントロール
❷ 人権の保障
❸ 権力の分立（独裁を許さない）
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